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神奈川県くらし安全防災局くらし安全部消費生活課 発行 ご自由にコピー・回覧していただき、消費者被害の未然防止にお役立てください。

消費生活課 ニャン吉
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局番なし
（身近な消費生活相談窓口につながります。）

◆ 自宅の電話は、在宅時も留守番電話設定にして、メッセージを確認するようにしま

しょう！

◆ 不審な訪問があった場合は、ドアを開けずインターフォン越しで対応し、きっぱり
と断りましょう！

行政機関等が新型コロナウイルスのワクチン接種等に関して、

◆ キャッシュカードを渡してしまった等被害に遭った場合、慌てずに最寄りの警察署
や消費生活センターに相談しましょう！

国民生活センター

公式LINE
のご案内はこちら

◆ 不安に思ったり困った場合は、最寄りの警察署やお住まいの自治体の消費生活セン
ター等にご相談ください（消費者ホットライン188）。



わたしたちが食事をする
とき、食品は、のどから食
道を通って胃に入ります。
呼吸をするとき、空気は鼻
からのどを通って気管に入
ります。

神奈川県

くらし安全防災局くらし安全部消費生活課（かながわ中央消費生活センター）相談第二グループ

消費生活課ホームページ http://www.pref.kanagawa.jp/docs/r7b/index.html

Facebook（かながわの消費生活） https://www.facebook.com/kanagawa.shouhi/
Twitter（かながわ中央消費生活センター） https://twitter.com/kanagawa_shouhi
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困ったときは、一人で悩まず地元市町村の消費生活相談窓口に相談しましょう

よっては詰まってしまうことがあるの
です。特に硬い豆やナッツ類はよくか
み砕いて食べなければいけない食品な
ので危険です。
大きいままで吸い込むと窒息の怖れ

があります。また、たとえ細かく砕い
てから食べたとしても、気管に入ると
誤嚥性肺炎や気管支炎になることもあ
ります。
節分の豆まきの時などは、個包装さ

れたものを使用するなど工夫して、子
どもが拾って口に入れないよう気を付
けてください。

食品も空気ものどを通るので、通常は
誤った方に入ることがないような仕組み
になっています。
でも小さなお子さんではこの仕組みが

出来上がっておらず、食品を気管の方に
吸い込んでしまうことがあり、肺炎や窒
息等の事故になるという事例が多くみら
れます。
特に5歳以下のお子さんは、歯が生え

そろっておらず、かみ砕く力や飲み込む
力が十分でなく、気管も狭いので食品に

ほかにも危ない食品
があるので注意しま
しょう。


